
 

受講申し込み ４/１４～５/３０ 
❶ 

喀痰吸引等業務実施までの流れ 

全課程の場合 実地研修課程の場合 

 

実地研修（特定の対象者） ７/１４～９/１２ 

基本研修 7/12～7/13 

❷ 

●受講決定通知書発行【６/６(金)前後】 

基本研修受講済み 

●修了証を発行【９/２６(金)頃】 

認定特定行為業務従事者認定証の申請 

 

❸ 

●認定特定行為業務従事者認定証を発行 

事業所登録申請 事業所登録済み 

喀痰吸引等業務実施開始 

●従事者名簿の変更届を提出 

●特定行為の追加があれば申請 

●その他の変更あれば一緒に申請 

❹ 

※修了証が発行された後は、各事業所で県への申請・登録を行ってください。 

詳細は「障がい福祉サービス指導室指定係 Tel:092-643-3312」にお問合せください。 

基本研修（現場演習） 

7/14～ 

５/３０消印有効 
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